
（６）救急医療（病院前救護を含む） 

ア 施策の現状・課題  

(ｱ)  病院前救護 

救急車の適正利用や救急医療機関の負担軽減等のための電話相談や、救 

急患者が医療機関へ搬送されるまでの間に適切な処置が受けられるよう、 

メディカルコントロール＊体制、県民による一次救命処置＊（ＢＬＳ）とり 

わけＡＥＤ＊の普及啓発、医療機関への迅速な搬送手段であるドクターヘ 

リ＊及びドクターカー＊について整備を図っています。 

 

〔救急安心電話相談事業〕 

軽症＊であっても二次や三次の救急医療機関を受診する患者が多く、本来の救 

急患者の診療に支障をきたすこともあることから、救急医療体制の体系的仕組 

みや適正な利用方法について普及啓発を図ることが必要です。 

県では、緊急性の高い潜在的な急病傷病者の早期受診の促進、症状の緊急性  

や救急車の要否について判断に悩む県民に対し、医学的見地から適切に助言す 

るため、平成１７年度から実施しているこどもを対象とした小児救急電話相談 

事業＊に加え、平成２９年度から大人を対象とした救急安心電話相談＊を実施し 

ていますが、相談時間の延長（２４時間化）について、関係機関から要望が寄せ 

られているところです。 

 

〔メディカルコントロール体制〕 

救急現場から医療機関までの搬送体制の強化や救急救命士＊を含む救急隊員 

が行う応急処置等の質の向上など、病院前救護＊体制を充実するため、千葉県で 

は平成１４年１１月から千葉県救急業務高度化推進協議会を設置し、全県的な 

メディカルコントロール＊体制について協議・調整を行っています。 

なお、本県については、県内１０地域に地域メディカルコントロール＊協議会 

が設置されています。 

消防機関による傷病者の搬送及び医療機関による受入れが適切かつ円滑に行 

われるよう、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準＊」（以下「実施基準」 

という。）を平成２３年度から運用しています。掲載内容については、適宜、見直 

しを行っています。 

救急救命士＊は、救急診療を要する傷病者が入院に移行するまで（救急外来ま 

で）心肺停止状態などの重篤な傷病者に対し、医師の具体的な指示のもと、静脈 

路確保、気管挿管、薬剤投与などの救急救命処置を行うことができ、救命率の向 

上に大きな役割を果たしています。 

なお、医療機関で働く救急救命士＊においても、業務の質を担保する仕組みと 

して、救急救命士＊に対する研修と、研修体制等を整備する委員会の設置が義務 

付けられたことから、医療機関に所属する救急救命士＊も含めた、救急救命士＊の 

技術・質の向上を図る等、地域のメディカルコントロール＊体制の一層の充実強 

化が必要です。 

また、心肺停止傷病者の心肺蘇生を望まない事案等への対応として、アドバン 

ス・ケア・プランニング＊（ＡＣＰ）を含め、自らの意思に沿った救急医療を受け 

られる環境整備について検討する必要があります。 

 

〔ＡＥＤ〕 

心肺機能停止患者の救命には、第一発見者など県民による速やかな一次救命 

-183-



処置（ＢＬＳ）が重要であり、これを踏まえ平成２９年４月に「千葉県ＡＥＤの 

使用及び心肺蘇生法の実施の促進に関する条例」が施行されました。ＡＥＤ使 

用率は、条例施行前である平成２８年の５．４％以降、令和元年の６．３％まで 

上昇しましたが、令和２年には４．６％と一時低下しました。その要因としては 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響も推測されるところですが、その 

後、令和３年に再び５．２％まで上昇しました。引き続きＡＥＤの使用率を上昇 

させるため、心肺蘇生法等の応急処置に関する知識や技術、ＡＥＤの使用方法 

に関する更なる普及啓発が必要です。 
 

〔ドクターヘリ及びドクターカー〕 

医師等が現場に急行し、速やかな救命医療の開始と高度な医療機関への迅速 

な収容により、重篤患者の救命率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的に、 

ドクターヘリ＊を日本医科大学千葉北総病院（平成１３年１０月から）と、国保 

直営総合病院君津中央病院（平成２１年１月から）に配備しており、その出動

件数は増加傾向にあります。 

また、救急患者の救命率向上を目的に、救急現場及び搬送途上で応急処置を 

行うドクターカー＊が、救命救急センター＊のうち１３箇所に整備されています。 

さらに、医師をいち早く現場に到着させ、速やかに治療を開始することを目 

的としたラピッドカー＊が、３箇所に整備されています。 

これらのドクターカー＊については、厚生労働省が実施した調査に基づき作成 

されたマニュアルを参考にしながら、救急医療提供体制の一部として、より効 

果的に活用する必要があります。 

 

〔救急搬送件数の増加〕 

本県の救急搬送人数は、平成２３年に２５４，６２１人でしたが、令和３年に 

は２７５，９８３人（約７．７％増）を数えるなど増加傾向にあります。中でも 

高齢者（満６５歳以上）についてみると、平成２３年には１２１，５９１人でし 

たが、令和３年には１６４，４８８人となっており、この１０年間で 

４２，８９７人（約３５．３％）増加しています。 

令和３年における救急搬送人数の約５９．６％を高齢者が占めており（平成 

２３年：約４７．８％）、急速な高齢化に伴い、この傾向は一層強まることが予 

想されます。 

１１９番通報から医療機関に収容するまでの平均時間は、令和３年で 

４９．７分と依然として長時間であり、救急搬送時間を短縮するための対策が 

喫緊の課題となっています。 

また、千葉県における搬送困難事例（受入交渉回数５回以上又は現場滞在時 

間３０分以上）の割合は、増加傾向にあります。この搬送困難事例を減らすた 

め、県内の搬送困難の原因を詳細に把握分析し、消防機関や医療機関といった 

関係機関と連携を図っていくことが必要です。長時間搬送先が決まらない救急 

患者を一時的であっても受け入れる医療機関を確保する搬送困難事例受入医療 

機関支援事業を千葉保健医療圏において実施しています。 

さらに、救急隊と二次及び三次救急医療＊機関との間における迅速な搬送先の確 

保及び救急患者の円滑な搬送を図るため、救急医療機関の応需情報＊の集約化と 

情報提供及び救急隊と医療機関との間で患者搬送支援の調整を行う救急コー 

ディネーターを香取海匝地域に配置しています。 

救急患者を迅速かつ適切な医療機関へ搬送する一助として、消防機関及び医 
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療機関に救急医療機関等が入力した応需情報＊を提供するちば救急医療ネット＊ 

を運用しています。 

また、消防機関から複数の救急医療機関に一斉に搬送調整を行う救急医療等 

業務支援システム＊（救急搬送一斉照会システム）を令和６年度末まで試行運 

用しています。 

 

 

図表 5-1-2-6-1 千葉県の救急搬送人員の推移 

 

資料：救急・救助の現況（消防庁） 

 

図表 5-1-2-6-2 千葉県の救急搬送時間の推移 

 

資料：救急・救助の現況（消防庁） 

(ｲ) 救急医療（初期～三次） 

救急患者が症状の程度に応じて適切な医療が受けられるよう、初期診療 

を行い、手術や入院治療が必要な救急患者を二次救急医療＊施設に転送す 
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る役割を受け持つ初期救急医療＊、入院や手術を必要とする救急患者に対 

処するための後方医療施設である二次救急医療＊、重篤救急患者に対して 

迅速な救命医療を提供する三次救急医療＊と、体系的な整備が図られてい 

ます。 

 

〔初期救急医療体制の推進〕 

初期救急医療＊体制については、市町村等が地区医師会の協力を得て行う在宅 

当番医制＊（１７地区）や夜間休日急病診療所＊（２２箇所）により実施してい 

ます。歯科については歯科急病診療所＊（１３箇所）により実施しています。 

 

〔二次救急医療体制の充実〕 

二次救急医療＊体制については、千葉県が認定する救急病院・救急診療所（救 

急告示医療機関＊）や地域内の病院群が共同連帯して、輪番制方式により休日・ 

夜間等における救急患者の診療を受け入れる病院群輪番制＊（１９地区）により 

実施しています。 

 

〔三次救急医療体制の整備〕 

三次救急医療＊体制については、２４時間応需体制の救命救急センター＊ 

（１５箇所）を整備しています。そのうち、千葉県総合救急災害医療センターと 

順天堂大学医学部附属浦安病院は、広範囲熱傷、指肢切断等の特殊疾病患者に対 

する救命医療を行うために必要な診療機能を有する「高度救命救急センター＊」 

に認定されています。 

本県独自の制度として、人口規模の大きな保健医療圏及び面積規模の大きな保 

健医療圏等において、三次救急医療＊機関の補完的役割を果たす救急基幹セン 

ター＊が４箇所整備されています。 

令和３年の救急隊による救急患者の搬送人員２７５，９８３人のうち、死亡 

患者は、約１％、重症＊患者は約７％、中等症＊患者は約４７％、入院を必要と 

しない軽症＊患者が約４５％を占めています。 

また、搬送された救急患者が救急医療用の病床を長期間使用することで、救 

急医療機関が新たな患者を受け入れることが困難になる、いわゆる救急医療の 

「出口の問題」が指摘されていることから、例えば、救命救急医療機関と関係機 

関との連携強化、民間救急の活用、地域医療構想による病床機能の分化・連携及 

び救命救急センター院内における連携体制の強化などを行い、高次の医療機関 

からの必要な転院搬送を促進することが求められています。 

 

イ 循環型地域医療連携システムの構築 

効果的、効率的な救急医療の充実を図るため、救急医療の循環型地域医療 
連携システム＊では、軽い症状の患者が自ら受診する「初期救急医療＊機関」 
から中等症＊の場合に搬送される医療機関として「二次救急医療＊機関」、重 
症＊な場合に搬送される「三次救急医療＊機関」とその機能の一部を補完する 

「救急基幹センター＊」に速やかに移行できるよう、機能分担と連携の明確 
化を図ります。 
高度で全県的な対応が可能な医療機関を全県（複数圏域）対応型救急医療 

連携拠点病院＊として位置づけ、救命救急センター＊等と連携し、県内の救急 

医療水準の向上に取り組んでいきます。 
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医師の判断を直接救急現場に届けられるようにするためのホットライン 
や、救急医療機関と消防機関をオンラインで結ぶ、ちば救急医療ネット＊等 
の活用を図ることで、関係機関の緊密な連携・協力関係を確保しています。 
さらにドクターヘリ＊やドクターカー＊を積極的に活用することにより、患 

者の救急医療施設への迅速・円滑な収容に努めています。 
救急対応医療機関とリハビリテーション対応医療機関、地域のかかりつけ 

診療所＊等が、それぞれの機能に応じた役割分担に基づき、連携を強化する 

ことにより、効果的な救急医療体制の整備を進めています。 
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救急医療における循環型地域医療連携システムのイメージ図
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ウ 施策の具体的展開 

(ｱ)  病院前救護 

〔救急医療の適正利用についての普及啓発〕 

〇 救急医療体制の仕組みとその適正な利用方法について、引き続き普及啓発 

に取り組んでいきます。 

〇 傷病の緊急度に応じた適切な救急対応について相談に応じる救急安心電 

話相談＊事業と小児救急電話相談事業＊の周知に努めるとともに、２４時間 

化を含めた相談時間の更なる延長について、県民や関係機関のニーズを踏 

まえつつ検討を進めていきます。 

〔メディカルコントロール体制の強化〕 

〇 救急業務の高度化を図るため設置している、「千葉県救急業務高度化推進 

協議会」と地域メディカルコントロール＊協議会の活動を推進します。 

〇 救急救命士＊の技術向上のため、研修への参加の促進や、病院実習を受け 

入れる医療機関の体制整備を図ります。また、メディカルコントロール＊に 

従事する医師の資質向上を図るための研修への参加を促進します。 

〇 医療機関で働く救急救命士における特定行為＊の認定等について検討を 

進めていきます。 

〔傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の活用等〕 

○ 関係機関への詳細な調査を踏まえ、実施基準の継続的な見直しを行い、 

消防機関による傷病者の搬送及び医療機関による受入れが適切かつ円滑に 

行われるよう努めます。 

〔応急処置に関する知識・技術の普及〕 

○ 心肺蘇生法等の応急処置に関する知識や技術、ＡＥＤ＊の使用方法に 

ついて一層の普及啓発に努めるとともに、ＡＥＤ＊の公共施設への設置を 

推進し、更にＡＥＤ＊設置の必要性を民間事業者に働きかけます。 

○ また、官民を問わず県内にあるＡＥＤ＊の設置場所をより簡便に把握でき 

るよう、地図情報にＡＥＤ＊の設置場所等（施設名・住所・取付位置・使用 

可能な日時等）の情報を提供します。 

〔ドクターヘリ及びドクターカーの活用〕 

○ 医師等が現場に急行して速やかに救命医療を開始し、医療機関に迅速に 

搬送できる医療体制を確保するため、日本医科大学千葉北総病院及び国保 

直営総合病院君津中央病院に配備されたドクターヘリ＊の効率的な活用や、 

ドクターカー＊運行マニュアルの関係機関への周知等によるドクターカー ＊の 

活用に努めます。 

〔救急車の適正利用等〕 

○ 搬送件数が増加している救急車の適正利用について、引き続き普及啓発 

に取り組むとともに、民間の搬送事業者等の利用を促進します。 
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〔搬送困難事例への対応〕 

○ 千葉医療圏において実施している搬送困難事例受入医療機関支援事業の 

効果や課題を検証し、他保健医療圏への拡大を検討します。 

○ 救急搬送実態調査＊等を活用し、県内の搬送困難事例の把握分析に努めま 

す。 

〔救急医療情報の提供〕 

○ ちば救急医療ネット＊を通じて、県民に対し、検索機能による医療機関情

報や、在宅当番医療機関、夜間等の急病診療所情報等の提供を行います。 

〔救急搬送の支援〕 

○ 救急医療機関が応需情報＊等を提供するちば救急医療ネット＊及び救急隊 

から複数の救急医療機関あてに一斉に患者情報の伝達と受入可否の照会が 

できる救急医療等業務支援システム＊（救急搬送一斉照会システム）につい 

て、有効性を検証し、機能改善等を行うことで、救急搬送を支援し、救急隊 

と医療機関間の情報共有の円滑化を図ります。 

 

(ｲ)  救急医療（初期～三次） 

〔初期救急医療体制の推進〕 

○ 初期救急における現状を把握し、夜間休日急病診療所＊や在宅当番医制＊ 

による診療体制の充実・強化に努めます。 

〔二次救急医療体制の充実〕 

○ 二次救急医療＊体制の充実及び三次救急医療＊体制への支援を強化する 

ため、病院群輪番＊制に参加している救急病院、救急診療所について、施設 

整備や設備整備を行うなど、輪番に参加している医療機関の医療提供体制 

の充実を図るとともに、初期救急医療＊機関の後方待機医療機関として、そ 

の確保に努めます。 

〔三次救急医療体制の整備〕 

○ 救命救急センター＊の施設・機能の充実・強化及び運営の円滑化を図ると 

ともに、地域の救急医療の現状を踏まえ、必要に応じて、更なる救命救急 

センター＊の設置等の検討を行ってまいります。 

○ 三次救急医療＊機関の機能を補完する救急基幹センター＊について、地域 

の救急医療の現状を踏まえ、必要に応じて、更なる救急基幹センター＊の設 

置等の検討を行うとともに、機能の充実・強化に努めます。 

 

〔転院搬送の促進〕 

○ 急性期を脱した患者の転床・転院の調整を行う救急患者退院コーディネ 

ーター＊の配置等、円滑な転院搬送のために、広く地域における医療機関の連 

携・調整の促進に努めます。 
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エ 施策の評価指数 

 

〔基盤（ストラクチャー）〕 

指  標  名 現状 目標 

救命講習等受講者数 
約７９，０００人 

（令和４年度） 

約１３１，０００人 

（令和１１年度） 

情報提供の対象となってい

るＡＥＤ＊の台数 

７，７９０台 

（令和５年度） 

８，１００台 

（令和１１年度） 

救急安心電話相談＊件数 
３８，２５３件 

（令和４年度） 

５０，０００件 

（令和１１年度） 

ドクターヘリ＊の出動件数 
１，５３１回 

（令和４年度） 

１，６５０回 

（令和１１年度） 

ちば救急医療ネット＊の検

索機能実施件数 

７７，７９９件 

（令和４年度） 

８３，０００件 

（令和１１年度） 

医療施設従事医師数 

（救急科）（人口１０万対） 

３．６ 

（令和２年） 

５．６ 

（令和１０年） 

 

〔過程（プロセス）〕 
指  標  名 現状 目標 

心肺停止状態で見つかった

者（心原性＊、一般市民の目

撃者有り）のＡＥＤ＊使用率 

５．３％ 

（令和３年） 

１０.０％ 

（令和１１年） 

救急隊覚知＊からの医療機

関等収容所要時間の平均 

４９．７分 

（令和３年） 

４２．８分 

（令和１１年） 

救命救急センター＊充実段

階評価Ｓ割合 

２８.６％ 

（令和４年） 

４０.０％ 

（令和１１年） 

 

 

 

〔成果（アウトカム）〕 
指  標  名 現状 目標 

心肺停止状態で見つかった

者(心原性＊、一般市民の目

撃者有り）の 1 ヵ月後の生

存率 

１２．４％ 

（令和３年） 

２０．０％ 

（令和１１年） 
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図表 5-1-2-6-3 千葉県内の救命救急センター及び救急基幹センター 
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